
                                      

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける令和元年度福島県立医科大学下半

期医薬品単価購入契約について、次のとおり落札者を決定したので、公立大学法人福島県

立医科大学特定調達契約事務取扱細則（平成３１年２月１日細則第２３号。以下「特定調

達細則」 という。）第１５条第２項の規定により公告する。  

令和元年 １１月 １４日 

公立大学法人福島県立医科大学理事長  竹之下 誠一 

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

公立大学法人福島県立医科大学附属病院において使用する医薬品 計 １４点 

  (１)レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ １，２４０瓶 

  (２)リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ ３．５ｍＬ １１４瓶 

  (３)アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ５１０バイアル 

  (４)ハーセプチン注射用１５０（希釈液なし） ７６０瓶 

  (５)シナジス筋注液１００ｍｇ １ｍＬ ４４４瓶 

  (６)ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ ４４４筒 

  (７)ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ０．３６ｍＬ ３５５筒 

  (８)オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ２４ｍＬ ９２瓶 

  (９)キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ ４ｍＬ ２９０瓶 

  (１０)ソリリス点滴静注３００ｍｇ ３０ｍＬ ６８瓶 

  (１１)アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ ２，９６０瓶 

  (１２)ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ ４７瓶 

  (１３)ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ １０ｍＬ ７７瓶 

  (１４)ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ ３６瓶 

２ 契約事務を担当する所属の名称及び所在地 

公立大学法人福島県立医科大学医事課 

福島県福島市光が丘１番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和元年１０月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社エフエスユニマネジメント 東京都港区芝浦３丁目４番１号 

 

 

 

 

 

 



５ 随意契約に係る契約金額（単価、消費税抜） 

(１)６７，６５０円 

  (２)３２０，４０２円 

  (３)１３７，７３０円 

  (４)３８，７００円 

  (５)１０４，９００円 

  (６)１２８，８００円 

  (７)８９，６５１円 

  (８)３６４，５９０円 

  (９)３３０，０００円 

  (１０)５４３，９２５円 

  (１１)１２０，９００円 

  (１２)６４３，９００円 

  (１３)４３８，７４９円 

  (１４)８９８，３２４円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とすることとした理由 

公立大学法人福島県立医科大学特定調達契約事務取扱細則第１４条第１号 

 

 

 

 


